
学校法人舘田学園五所川原第一高等学校証明事務取扱規定

（目的）

第１条 この規定は、学校法人舘田学園五所川原第一高等学校（以下、「学校」という）が発行する

各証明書の事務取扱いに関する事項を規定する。

（証明の対象者）

第２条 証明の対象者は、学校に在学する者、学校の前身である学校法人五所川原学園五所川原家政学院、同

五所川原家政高等学校および学校を卒業並びに転学または退学した者とする。

（証明書の種類）

第３条 生徒等に対する証明書は次のとおりとする。

（1）在学証明書

（2）卒業証明書

（3）卒業見込証明書

（4）調査書

（5）単位取得証明書

（6）在籍期間証明書

（7）不発行証明書

（8）その他申請により校長が必要と認めた証明書

（申請者） 

第４条 証明書の発行を申請できる者（以下「申請者」という）は次のとおりとする。

（1）本人

（2）本人が選任した代理人

２ 申請者は、申請者名を自署した証明書発行申請書（以下「申請書」という）を提出し申請しなければ

ならない。

 ３ 申請書は、申請書に定める必要事項について、申請者が自署した書面をもってこれに代えることができ

る。 

４ 電話、ファクシミリ及び電子メールでの申請は受理しない。

（代理人）

第５条 校長は、本人が代理人を選任した場合は、委任状を徴するものとする。

 ２ 委任状は、所定の事項について、本人が自署した書面をもってこれに代えることができる。 

（手数料）

第６条 証明手数料は１通５００円とし、事務室窓口での申請は現金、郵送による申請は現金もしくは郵便 



小為替によるものとし、手数料（代金）は引き換えまたは前納とする。

但し、在学中の生徒の調査書、成績証明書、単位取得証明書の発行手数料は免除する。

（申請者確認）

第７条 申請者は、申請に際し身分を証明する書類（運転免許証、健康保険証、パスポート等）を提示しなけ

ればならない。

 ２ 郵送による申請の場合は、上記本人確認書類の写しを添付しなければならない。

（不発行証明書の発行）   

第８条 学校教育法施行規則第２８条に規定する保存年限を経過し、廃棄した表簿に係る証明について申請が

あった場合には、発行できない旨を記載した文書をもって申請者に通知するものとする。

附 則

この規定は、平成２７年１２月１日から施行する。


